
ご  案  内 
当院は厚生労働大臣の定める基本診療料の施設基準に適合している保険医療機関です。 

 
Ⅰ 入院基本料に関する事項 

●２階西病棟（療養病床）は「回復期リハビリテーション病棟入院料 4」を算定しています。（34 床） 

（15:1 看護、30:1 看護補助） 

●２階東病棟（一般病床）は「障害者施設等入院基本料 10 対 1」を算定しています。（24 床） 

（10:1 看護、30:1 看護補助） 

●３階病棟（一般病床）は「障害者施設等入院基本料 10 対 1」を算定しています。（60 床） 

(10:1 看護・30:1 看護補助) 

●４階病棟（療養病床）は「療養病棟入院基本料１」を算定しています。（６０床） 

（20:1 看護・20:1 看護補助） 

●５階病棟（療養病床）は「回復期リハビリテーション病棟入院料 2」を算定しています。（58 床） 

（1３:1 看護・30:1 看護補助） 

 

Ⅱ 九州厚生局への届出事項に関する事項 

（１）基本診療料の施設基準等 

●療養病棟入院基本料（療養病棟入院料 1）、在宅復帰機能強化加算、注 13 看護補助体制充実加算 1 

●障害者施設等入院基本料(１０対１入院基本料) 、特殊疾患入院施設管理加算（2 階東病棟・3 階病棟） 

●診療録管理体制加算 3 ●入退院支援加算１、地域連携診療計画加算 

●療養環境加算（2 階東病棟・３階病棟） ●療養病棟療養環境加算１（2 階西病棟・４階病棟・5 階病棟） 

●医療安全対策加算２、医療安全対策地域連携加算２  

●感染対策向上加算３、連携強化加算、サーベイランス強化加算 

●後発医薬品使用体制加算１ ●データ提出加算１・３ ●認知症ケア加算３ 

●回復期リハビリテーション病棟入院料 2  

●回復期リハビリテーション病棟入院料 4、休日リハビリテーション提供体制加算 

 

（２）特掲診療料の施設基準等 

●薬剤管理指導料 ●CT 撮影及び MRI 撮影 ●検体検査管理加算(Ⅰ) ●神経学的検査  

●二次性骨折予防継続管理料２ 

●脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)  初期加算及び急性期リハビリテーション加算 

●運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  初期加算及び急性期リハビリテーション加算 

●呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)  初期加算及び急性期リハビリテーション加算 

●がん患者リハビリテーション料 

●外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ●入院ベースアップ評価料（32） 

 

（３）その他 

●特別の療養環境の提供の実施 ●入院時食事療養／生活療養(Ⅰ)  

●酸素単価[定置式液化酸素貯槽（ＣＥ）＠0.19 円／小型ボンベ（3000Ｌ以下 ＠2.11 円）] 

 

ご  案  内 



※入院時食事療養／生活療養(Ⅰ)について 

・当院は、入院時食事療養(Ⅰ)／生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時

（夕食については午後 6 時）、適温で提供しています。 

 

※後発医薬品使用体制加算について 

・当院ではお薬代の負担が軽くなるジェネリック医薬品を積極的に処方しています。 

 

Ⅲ 明細書発行体制について 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に個別診療報酬の算定項目

の分かる明細書を無料で発行しております。 

 

Ⅳ 保険外負担に関する事項 

別紙「保険給付外利用料金表」の項目において 

その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

 

Ⅴ 選定療養費に関する事項 

●特別の療養環境の提供の実施（室料差額） 

種 別 1 日につき（税込み） 病 棟 病室番号 

個室使用料 3,300 円 

２階西病棟 
２１6・２１7・２１９ 

２２０・２２１・２２２ 

2 階東病棟 214・215 

３階病棟 
３１３・３１４・３１５・３１６・３１７ 

３１８・３１９・３２０・３２１・３２２ 

４階病棟 
４１３・４１４・４１５・４１６・４１７ 

４１８・４１９・４２０・４２１・４２２ 

５階病棟 
５１３・５１４・５１５・５１６・５１７ 

５１８・５１９・５２０・５２１・５２２ 

 

Ⅳ オンライン資格確認について 

   当院は、オンライン資格確認を行う体制を有し、受診した患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必

要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。 

 

Ⅵ その他事項 

１） 当院は、医療安全管理者等による相談および支援を受けることができます。詳しくは患者相談窓口へお尋ねくださ

い。 

２） 当院は、患者様のご負担による付添い看護は認められていません。 

３） 当院は、厚生労働大臣が定める看護職員の勤務条件で夜間看護を行っています。 

４） 当院は、薬剤師による薬学的管理指導を行っています。 

５） 当院は、褥瘡管理に係る専任の医師及び看護師等がチームで褥瘡管理に関して診療計画を作成し、褥瘡対策を

実施しています。 

         2025 年 12 月１日    
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